
むつ市駅前広場条例施行規則

平成２３年９月２２日公布

む つ 市 規 則 第 ２ ７ 号

（趣旨）

第１条 この規則は、むつ市駅前広場条例（平成２３年むつ市条例第１３号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（使用の許可）

第２条 条例第４条第１項の規定により、駅前広場の使用の許可を受けようとする

者は、むつ市駅前広場使用許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければな

らない。

２ 市長は、駅前広場の使用を許可したときは、むつ市駅前広場使用許可書（様式

第２号。以下「使用許可書」という。）を申請者に交付するものとする。

（使用許可の変更及び取消し）

第３条 前条第２項の規定により、駅前広場の使用許可を受けた者（以下「使用

者」という。）が許可を受けた事項を変更し、又は取消ししようとするときは、

むつ市駅前広場使用許可変更（取消）申請書（様式第３号）に、使用許可書を添

えて、市長に申請しなければならない。

２ 市長は、使用許可の変更又は取消しをしたときは、むつ市駅前広場使用許可変

更（取消）許可書（様式第４号）を申請者に交付するものとする。

（使用料の還付）

第４条 条例第６条第２項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする

者は、むつ市駅前広場使用料還付申請書（様式第５号）を市長に提出しなければ

ならない。

２ 市長は、使用料の還付を決定したときは、むつ市駅前広場使用料還付決定通知

書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。

（使用料の免除）

第５条 条例第７条の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、むつ市駅

前広場使用料免除申請書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、使用料の免除を決定したときは、むつ市駅前広場使用料免除決定通知

書（様式第８号）により申請者に通知するものとする。



（管理上支障のある自転車等の整理及び措置）

第６条 市長は、駐輪の確認をした日から起算して１０日を経過した日を超えて当

該自転車等が継続して置かれている場合には、お知らせ札（様式第９号）を取り

付けることにより、当該自転車等を適切な場所に移動するよう警告するものとす

る。

２ 市長は、前項のお知らせ札を取り付けた日から起算して２０日を経過した日を

超えて当該自転車等が継続して置かれている場合には、当該自転車等を移動し、

保管するものとする。

３ 条例第１１条第３項に規定する告示する事項は、移動し、保管した自転車等

（以下「整理自転車等」という。）に係る次の事項とする。

⑴ 整理自転車等が置かれていた場所

⑵ 整理自転車等の台数

⑶ 移動し、保管した年月日

⑷ 返還を行う期間及び場所

⑸ 前各号に掲げるもののほか、返還に関し、市長が必要があると認める事項

４ 条例第１１条第３項に規定する自転車等を返還するための措置は、次のとおり

とする。

⑴ 整理自転車等に係る防犯登録等による所有者の調査に関すること。

⑵ 整理自転車等に係る自転車等整理台帳（様式第１０号）を作成すること。

５ 市長は、整理自転車等の所有者が判明したときは、当該所有者に自転車等を保

管している旨を通知するものとする。

６ 整理自転車等の返還を受けようとする者は、当該整理自転車等の所有者又はこ

れに準ずる者であることを証明するものを提示し、返還に当たり受領書（様式第

１１号）を市長に提出しなければならない。

（違反駐車等車両に対する措置）

第７条 市長は、駐車の確認をした日から起算して７日を経過した日を超えて当該

車両が継続して駐車されている場合には、当該車両に警告書（様式第１２号）を

取り付けることにより、車両の移動を命ずるものとする。

（委任）

第８条 この規則に定めるもののほか、駅前広場の管理運営に関し必要な事項は、

市長が定める。



附 則

この規則は、公布の日から施行する。



様式第１号（第２条関係）

年 月 日

むつ市長 様

住 所

名 称
申請者

代表者氏名 ○印

連 絡 先

むつ市駅前広場使用許可申請書

むつ市駅前広場条例第４条第１項の規定により、下記のとおり使用許可を受けたいの

で申請します。

記

使用目的

使用期間又は時間 年 月 日 時から

年 月 日 時まで （ 日間）

使用場所

使用面積

使用内容 □物品の販売、頒布等 従事する人員 人

内容

□写真又は映画撮影 従事する人員 人

内容

□募金、署名運動等 従事する人員 人

内容

□興行 従事する人員 人

内容

□展示会、集会等 従事する人員 人

内容

使用する器材等

復旧方法

その他

使用料 円

備考

１ その他の欄には、許可を受けるに当たり、必要となる事項を記入すること。

２ 位置図等必要な図面、計画書、予定プログラム等参考となる資料を添付するこ

と。



様式第２号（第２条関係）

むつ市駅前広場使用許可書

年 月 日

むつ市指令第 号

住 所

名 称

代表者氏名

連 絡 先

年 月 日付けで申請のあった施設の使用については、下記のとおり許可

します。

むつ市長 □印

記

使用目的

使用期間又は時間 年 月 日 時から

年 月 日 時まで （ 日間）

使用場所

使用面積

使用内容

使用する器材等

復旧方法

その他

使用料 円

許可の条件

１ 常に許可証を携帯し、係員の求めに応じ提示すること。

２ 許可なく目的以外の用途に使用してはならない。

３ 第三者に譲渡又は転貸してはならない。

４ 許可を受けた者が第三者に損害を及ぼしたときは、自己の責任において解決しな

ければならない。

５ 許可を受けた者が駅前広場を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなけれ

ばならない。

６ １から５までに掲げる事項のほか、係員の指示に従うこと。

７ 許可事項を変更しようとするときは、本証を添えて申請すること。



様式第３号（第３条関係）

年 月 日

むつ市長 様

住 所

名 称
申請者

代表者氏名 ○印

連 絡 先

むつ市駅前広場使用許可変更（取消）申請書

下記のとおり使用許可の変更（取消し）をしたいので、申請します。

記

許可番号 年 月 日 むつ市指令第 号

使用場所

変更（取消し）

する理由

変更内容 変 更 前 変 更 後

使用料 変 更 前 変 更 後

円 円

備考

（注）使用許可書を添付してください。



様式第４号（第３条関係）

むつ市駅前広場使用許可変更（取消）許可書

年 月 日

住 所

名 称

代表者氏名

連 絡 先

年 月 日付けで申請のあった施設の使用許可の変更（取消し）につい

ては、下記のとおり許可します。

むつ市長 □印

記

許可番号 年 月 日 むつ市指令第 号

使用場所

変更（取消し）

する理由

変更内容 変 更 前 変 更 後

使用料 変 更 前 変 更 後

円 円

備考



様式第５号（第４条関係）

年 月 日

むつ市長 様

住 所

名 称
申請者

代表者氏名 ○印

連 絡 先

むつ市駅前広場使用料還付申請書

むつ市駅前広場条例第６条第２項ただし書の規定により、下記のとおり使用料の還付

を受けたいので申請します。

記

許可番号 年 月 日 むつ市指令第 号

使用期間又は時間 年 月 日 時から

年 月 日 時まで （ 日間）

使用場所

使用面積

使用内容 □物品の販売、頒布等 従事する人員 人

内容

□写真又は映画撮影 従事する人員 人

内容

□募金、署名運動等 従事する人員 人

内容

□興行 従事する人員 人

内容

□展示会、集会等 従事する人員 人

内容

申請理由

使用料 納 付 金 額 還 付 申 請 額

円 円

備考



様式第６号（第４条関係）

むつ市駅前広場使用料還付決定通知書

年 月 日

住 所

名 称

代表者氏名

連 絡 先

年 月 日付けで申請のあった施設の使用料の還付について、下記のと

おり決定したので、通知します。

むつ市長 □印

記

許可番号 年 月 日 むつ市指令第 号

使用期間又は時間 年 月 日 時から

年 月 日 時まで （ 日間）

使用場所

使用面積

使用内容 □物品の販売、頒布等 従事する人員 人

内容

□写真又は映画撮影 従事する人員 人

内容

□募金、署名運動等 従事する人員 人

内容

□興行 従事する人員 人

内容

□展示会、集会等 従事する人員 人

内容

申請理由

使用料 納 付 金 額 還 付 申 請 額 還 付 金 額

円 円 円

備考



様式第７号（第５条関係）

年 月 日

むつ市長 様

住 所

名 称
申請者

代表者氏名 ○印

連 絡 先

むつ市駅前広場使用料免除申請書

むつ市駅前広場条例第７条の規定により、下記のとおり使用料の免除を受けたいので

申請します。

記

許可番号 年 月 日 むつ市指令第 号

使用期間又は時間 年 月 日 時から

年 月 日 時まで （ 日間）

使用場所

使用面積

使用内容 □物品の販売、頒布等 従事する人員 人

内容

□写真又は映画撮影 従事する人員 人

内容

□募金、署名運動等 従事する人員 人

内容

□興行 従事する人員 人

内容

□展示会、集会等 従事する人員 人

内容

使用目的

申請理由

使用料 規 定 使 用 料 免 除 申 請 額

円 円

備考



様式第８号（第５条関係）

むつ市駅前広場使用料免除決定通知書

年 月 日

住 所

名 称

代表者氏名

連 絡 先

年 月 日付けで申請のあった施設の使用料の免除について、下記のと

おり決定したので、通知します。

むつ市長 □印

記

許可番号 年 月 日 むつ市指令第 号

使用期間又は時間 年 月 日 時から

年 月 日 時まで （ 日間）

使用場所

使用面積

使用内容 □物品の販売、頒布等 従事する人員 人

内容

□写真又は映画撮影 従事する人員 人

内容

□募金、署名運動等 従事する人員 人

内容

□興行 従事する人員 人

内容

□展示会、集会等 従事する人員 人

内容

使用目的

申請理由

使用料 規 定 使 用 料 免 除 金 額 納 付 金 額

円 円 円

備考



様式第９号（第６条関係）

（表面）

お 知 ら せ

使用していない自転車又は原動機付自転車（以下「自転車等」といいます。）

等を調査中です。

・現在使用している自転車等は、この札を必ず外してください。

・この札を貼付してから２０日たっても、まだ付いている自転車等は、むつ

市駅前広場条例に基づき、指定の保管場所に移動し、保管します。

年 月 日

むつ市長 □印

（裏面）

むつ市駅前広場条例（抜粋）

（管理上支障のある自転車等の措置）

第１１条 市長は、駅前広場に自転車又は原動機付自転車（以下「自転車等

という。）が継続して置かれていることにより、駅前広場の適正な使用に支

障があると認めるときは、当該自転車等の所有者に対し、当該自転車等を

適切な場所に移動するよう警告することができる。

２ 市長は、前項の警告にもかかわらず、当該自転車等が継続して置かれて

いるときは、当該自転車等をあらかじめ定めた場所に移動し、保管するこ

とができる。



様式第１０号(第６条関係)

自転車等整理台帳

整 理 年 月 日 年 月 日

告 示 年 月 日 年 月 日

保管期間満了日 年 月 日

防犯
整理 車体 所有者 返還

登録 特 徴 氏 名 住 所 備 考
番号 番号 照 会 月日

番号



様式第１１号(第６条関係)

受 領 書

年 月 日

むつ市長 様

住 所

受領者 氏 名 ○印

電話番号

下記のとおり自転車等の返還を受けました。

記

返 還 を 受 け た 日 時

返 還 を 受 け た 場 所

整 理 番 号

名称又は種類
返還を受けた自転車等

形 状

数 量



様式第１２号（第７条関係）

利用者各位

警 告 書

この車両は、駐車場に放置されており、管理上支障となっておりますので、速やかに

他の場所に移動してください。

この車両を使用するときは、この警告書を取り外すとともに、今後は駐車場の利用方

法を守ってご利用ください。

年 月 日

むつ市長 □印


